
新学期が始まってからもうすぐ１か月。朝晩の気温差や新しい環境の
変化による疲れ等で体調を崩し，保健室を利用する児童も増えていま
す。ＧＷはリフレッシュするとともに，早寝・早起き・朝ごはんの生活
リズムに気を付けて過ごしてほしいと思います。インフルエンザ等の感
染症が川前小学校でも出ています。引き続き，家庭での健康観察もよろ
しくお願いいたします。 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月  1 日 (月) 聴力検査 2 年，視力再検 

5 月  2 日 (火) 聴力検査 1 年 

5 月  8 日 (月) 聴力再検 

5 月 10 日（水）尿検査（2 次）回収日 

5 月 11 日 (木) 歯科検診 4～6 年・あおぞら 

5 月 12 日（金）内科検診 3・4 年           

5 月 16 日（火）眼科検診 全学年 

5 月 17 日 (水) 心臓病検診 1 年 

5 月 19 日（金）内科検診 5・6 年・あおぞら 

       尿検査(生理対象)回収日 

5 月 25 日 (木) 耳鼻科検診 1・3・5 年 

5 月 31 日（水）歯科検診 3 年生 

令和 5 年 5 月 2日 

川前小学校  

保健室だより No.3 ほけんだより 

 これから気温が高くなる日が増えてきます｡また，運

動会の練習も始まっています。どこでもすぐに水分補

給ができるように，水筒を持参させてください。水筒の

中身は，肥満やむし歯予防のため，「水」か「お茶」とさせ

ていただいいています。（校医の指導となります。）よろ

しくお願いします。 

検診で異常が見付かった場合には,

「検診の結果」をお渡しします。で

きるだけ早く受診されることをお勧

めいたします。受診されましたら受

診結果を学校に提出してください。

経過観察中でしばらく受診の必要が

ない場合には,そのことを記入して提

出してください。 

 

水筒を 
持ってきてね！ 



 

  

「災害共済給付制度」とは，学校の管理下で児童生徒の災害（けが等）が発生した時に，その治

療費や見舞金が給付される制度です。「子ども医療費助成制度」を使われた方も給付されます。

今年度もほとんどの御家庭に加入していただきました。手続きについては以下のとおりです。 

 

 

病院の受診をお願いします。 

学校から書類をお渡しします。 

                        

 

    病院で書類に記入してもらい， 

学校に書類を提出します。 

 

 

 

 

 

「保護者が来校して給付金を受け取る」または「給食費の口座

に振込」の二つの方法から選択し，給付金を受け取ります。 

 

 

① けが・（病気）の発生 ★学校の管理下とは？ 

授業中，休み時間，課外活動（校外学習，

野外活動，修学旅行など），登下校中等 

★病気とは？ 

学校の管理下の行為によるもの 

 例 溺水，熱中症，漆等による皮膚炎等 
②病院受診 

病院を受診し，初診から治癒までに掛かっ

た診療報酬点数が５００点以上で給付の対象

になります。薬等の点数も加算されます。 

 ③書類提出 

④給付金受け取り 

① 歯科検診結果…異常がない児童も含め全員に結果を通知します。異常があった児童のみ受診報告

書を提出してください。異常がない場合は受診の必要はありません。 

② 眼科検診・視力検査結果…眼疾患がある児童ならびに視力がＢ（0.9～0.7）以下の児童にのみ結

果を通知します。異常がない場合には結果の通知はありません。また１・４年生は両眼ともＣ（0.6

～0.3）以下または片眼がＤ（0.3 未満）の児童は仙台市から受診券が発行されます。 

③ 内科検診(循環器・結核)・心電図検査・聴力検査…異常があった児童は精密検査対象となります。

対象の児童には，後日詳しくお知らせをいたします。 

④ 内科検診（運動器・皮膚など）…異常があった児童にのみ結果を通知します。通知をもらった児童

は医療機関を受診してください。保健調査票で「脊柱・胸かく・四肢（運動器）」の状態に該当が

あった場合で,校医が異常なしと判断した場合は結果の通知はいきません。 

⑤ 耳鼻科検診…異常があった児童にのみ結果を通知します。 

⑥ 身長・体重…身長が基準よりも大幅に低いときや肥満度が 40％以上の児童は，受診をお勧めいた

します。１・３・５年で肥満度が 50％以上の場合には，精密検査の対象になります。 

⑦ 尿検査…２次検査で異常があった場合には精密検査対象になります。対象の児童には，後日詳し

くお知らせします。異常がない児童には結果の通知はありません。 

※全ての検診結果については，夏休み前に「健康手帳」（5～6年）または「健康の記録」（1～

4 年）に記載してお知らせします。 

学校で給付の手続きをします。給

付が決定しましたら通知します。 
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